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○辰野町使用料条例 

平成12年12月５日 

条例第39号 

改正 平成13年１月17日条例第２号 

平成13年12月18日条例第18号 

平成13年12月18日条例第19号 

平成14年６月17日条例第18号 

平成14年９月19日条例第24号 

平成15年３月17日条例第５号 

平成15年３月17日条例第10号 

平成16年１月14日条例第１号 

平成16年１月14日条例第２号 

平成16年３月18日条例第10号 

平成16年３月18日条例第14号 

平成16年３月18日条例第18号 

平成16年３月18日条例第19号 

平成16年６月18日条例第31号 

平成16年９月17日条例第24号 

平成18年３月17日条例第11号 

平成19年12月４日条例第25号 

平成20年９月18日条例第23号 

平成21年３月19日条例第10号 

平成21年３月19日条例第11号 

平成21年６月17日条例第19号 

平成21年６月17日条例第20号 

平成21年９月17日条例第23号 

平成22年３月19日条例第４号 

平成22年３月19日条例第７号 

平成22年９月17日条例第18号 

平成22年９月17日条例第19号 

平成22年12月17日条例第26号 
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平成23年６月３日条例第13号 

平成24年12月19日条例第30号 

平成25年３月５日条例第３号 

平成25年９月18日条例第23号 

平成25年９月18日条例第24号 

平成25年９月18日条例第25号 

平成26年１月９日条例第１号 

平成26年３月18日条例第７号 

平成26年12月16日条例第27号 

平成27年３月18日条例第８号 

平成27年３月18日条例第９号 

平成27年３月18日条例第13号 

平成27年３月18日条例第16号 

平成28年12月15日条例第26号 

平成29年３月１日条例第３号 

平成29年３月16日条例第７号 

平成30年３月20日条例第12号 

平成31年３月22日条例第６号 

令和元年９月20日条例第15号 

令和２年９月18日条例第28号 

令和２年12月17日条例第32号 

令和３年３月１日条例第４号 

令和５年３月17日条例第７号 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第225条の規定に基づ

いて徴収する使用料に関し、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるとこ

ろによる。 

（公の施設の利用に対する使用料） 

第２条 次の各号に掲げる公の施設を利用する者は、利用の方法等に従って、別表に定め

る使用料を納付しなければならない。 

(1) 辰野美術館 
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(2) 荒神山スポーツ公園 

(3) 町営辰野球場 

(4) 社会体育館 

(5) 西小体育館 

(6) 体育施設照明 

(7) 同和教育集会所 

(8) 小野農民研修センター 

(9) 生活改善センター 

(10) 老人福祉センター 

(11) 辰野町民会館 

(12) コミュニティセンター 

(13) 聖地 

(14) 削除 

(15) 辰野ほたる童謡公園 

(16) しだれ栗森林公園 

(17) 辰野町避難小屋 

(18) 辰野町食の健康拠点施設 

(19) 辰野町滞在型農園施設 

(20) 辰野町交流促進施設 

(21) 辰野町高齢者活動・生活支援促進機械施設 

(22) 辰野町高齢者自立支援住宅 

(23) 辰野町地域活性化センター 

(24) 辰野町高齢者能力活用センター 

(25) 辰野町下横川営農総合センター 

(26) 辰野町地域福祉活動推進センター 

(27) 辰野町地域福祉助け合い活動推進センター 

(28) 辰野町いきいきライフセンター 

(29) 辰野町高齢者いこいサロン 

(30) 辰野町生活支援センター 

(31) 辰野町小野介護予防センター 

(32) 辰野町インターネットサービス施設 
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(33) 町営駐車場 

(34) 辰野町今村介護予防センター 

(35) 辰野町唐木澤介護予防センター 

(36) 辰野町神戸介護予防センター 

(37) 辰野町赤羽介護予防センター 

(38) 辰野町南湯舟介護予防センター 

(39) 辰野町泉水介護予防センター 

(40) 辰野町川島介護予防センター 

(41) 辰野町旭町介護予防センター 

(42) 辰野町宮木中央介護予防センター 

(43) 辰野町桜町世代間交流センター 

(44) 辰野町桜ヶ丘いきいき交流センター 

(45) 辰野町下田いきいき交流センター 

(46) 辰野町ほたるの里世代間交流センター 

(47) 辰野町平出上町いきいき交流センター 

(48) 辰野町中央高畑いきいき交流センター 

(49) 辰野町上島いきいき交流センター 

(50) 辰野町あさひ世代間交流センター 

（徴収） 

第３条 使用料は、公の施設の利用を許可したときに徴収する。ただし、他の条例に徴収

方法について定めがある場合については、この限りでない。 

（使用料の読み替え） 

第４条 町長は、法第244条の２第３項に規定する指定管理者により管理する施設につい

ては、別表に定める使用料を利用料と読み替えるものとする。 

２ 第２条第２号荒神山スポーツ公園のうちテニスコート、たつの未来館及び湯にいくセ

ンター、第16号しだれ栗森林公園、第18号辰野町食の健康拠点施設及び第23号辰野町地

域活性化センターの利用料については、別表に定める当該金額を限度として、指定管理

者があらかじめ町長の承認を受けて定めることができるものとする。 

３ 町長は、法第244条の２第４項の規定により、第１項に定める利用料を指定管理者の

収入として収受させることができるものとする。 

（過料） 
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第５条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者につい

ては、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円

を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成13年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、各条例の規定により既に使用の承認を受けている者の使用料に

ついては、なお従前の例による。 

（新型コロナウイルス感染症対策としての町民会館の使用料の特例） 

３ 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令

和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有する

ことが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）の感染防止

の対策により、辰野町民会館の使用に人数制限がかけられている状況に鑑み、辰野町民

会館を令和２年10月１日から令和３年３月31日までの間に使用する場合に限り、その使

用に係る主催者が町民（町の区域内に住所を有する者をいう。）又は町の区域内に通

勤、若しくは通学する者であるときは、別表中「 

(11) 辰野町民会館 

使用区分 午前 午後 夜間 

午前9時から

正午まで 

午後1時から午後

5時まで 

午後6時から午後

10時まで 

ホール 平日 20,000 26,000 29,000 

土、日曜日及

び休日 

24,000 32,000 35,000 

ホールを準備又は練習の

みに使用する場合 

平日 7,000 9,000 10,000 

土、日曜日及

び休日 

8,000 10,000 11,000 

ホワイエ（ホールと同時使用は除

く。） 

2,000 2,700 3,000 

」とあるのは「 

(11) 辰野町民会館 
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使用区分 午前 午後 夜間 

午前9時から

正午まで 

午後1時から午後

5時まで 

午後6時から午後

10時まで 

ホール 平日 10,000 13,000 14,000 

土、日曜日及

び休日 

12,000 16,000 17,000 

ホールを準備又は練習の

みに使用する場合 

平日 1,400 1,800 2,000 

土、日曜日及

び休日 

1,400 1,800 2,000 

ホワイエ（ホールと同時使用は除

く。） 

1,400 1,800 2,000 

」とする。 

附 則（平成13年条例第２号） 

この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年条例第18号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成14年１月15日から施行する。 

附 則（平成13年条例第19号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年条例第18号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年条例第24号） 

この条例は、平成14年12月１日から施行する。 

附 則（平成15年条例第５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年条例第10号） 

この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年条例第１号）抄 
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（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年条例第10号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年条例第14号） 

この条例は、平成16年４月１日から施行し、改正後の使用料金については平成16年６月

１日から適用する。 

附 則（平成16年条例第18号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行し、改正後の使用料金については平成16年６

月１日から適用する。 

附 則（平成16年条例第19号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行し、改正後の使用料金については平成16年６

月１日から適用する。 

附 則（平成16年条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第33に規定する使用料は平成16年８

月１日から施行する。 

附 則（平成16年条例第24号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年条例第11号） 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年条例第25号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年条例第23号） 

この条例は、平成20年11月１日から施行する。 
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附 則（平成21年条例第10号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年条例第11号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する 

附 則（平成21年条例第19号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年条例第23号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年条例第７号） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年条例第18号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年条例第19号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年条例第26号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年条例第13号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成24年条例第30号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年条例第３号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年条例第23号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年条例第24号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年条例第25号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年条例第７号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年条例第27号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年条例第８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年条例第９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年条例第13号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年条例第16号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年12月15日条例第26号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月１日条例第３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月16日条例第７号） 

この条例中第１条の規定は平成29年４月１日から、第２条の規定は平成29年３月31日か

ら施行する。 

附 則（平成30年３月20日条例第12号） 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月22日条例第６号） 

この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月20日条例第15号） 

この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則（令和２年９月18日条例第28号） 

この条例は、令和２年10月１日から施行し、改正後の附則第３項の規定は、この条例の

施行前に辰野町民会館の使用の許可を受けた者についても適用する。 

附 則（令和２年12月17日条例第32号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月１日条例第４号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、公布

の日から施行する。 

附 則（令和５年３月17日条例第７号） 

この条例は、令和５年５月８日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

 


